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議案第１１７号 

 

五島市職員定数条例等の一部改正について 

五島市職員定数条例等の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市職員定数条例等の一部を改正する条例 

 （五島市職員定数条例の一部改正） 

第１条 五島市職員定数条例（平成１６年五島市条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項第１号中「４４７人」を「４５５人」に、「２６人」を「２８

人」に改め、同項第２号中「３８人」を「４０人」に改め、同項第４号中「５９

人」を「４７人」に改め、同項第９号中「１０６人」を「１０４人」に改め、同

項中「６８９人」を「６８５人」に改める。 

 （五島市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市職員の給与に関する条例（平成１６年五島市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第３第１項第１号の表５級の項中「、室長補佐」を削り、同表６級の項中

「、室長」を削る。 

 （五島市部設置条例の一部改正） 

第３条 五島市部設置条例（平成２８年五島市条例第４１号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第１号ケを削り、同号ク中「情報化」を「デジタルトランスフォーメー

ション」に改め、同号中クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

   キ 広聴及び広報に関すること。 

  第２条第１号に次のように加える。 

   コ ゼロカーボンの取組の推進に関すること。 

  第２条第４号中カをキとし、オをカとし、エの次に次のように加える。 

   オ 文化財の保護に関すること。 

  第２条第５号中エを削り、オをエとし、カからクまでをオからキまでとする。 
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附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

令和４年度の機構改革により、子どもを産み育てやすい環境を強化するための課

を設置するなど組織を新設し、及び改廃すること等に伴い、所要の規定の整備を行

う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１１８号 

 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の一部改正について 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年五島市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５３条」を「第５３条・第５４条」に改める。 

第５条中第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

第４２条第１項第３号中「この号」を「この号及び第４項第１号」に改める。 

第５３条を第５４条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うこと

が規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につい

ては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交

付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者

の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」
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という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、

当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護

者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧

に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当

該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電

磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認

定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の
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申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する

記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育

給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交

付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第１号イ

及び第２号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第１号イ中

「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わ

ない」と、同項第２号中「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各

号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項の」

とあるのは「第６項において準用する第２項の」と、「記載事項を提供しよう」

とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得

ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用

する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」

と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する

記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」

と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、所

要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１１９号 

 

五島市国民健康保険条例の一部改正について 

五島市国民健康保険条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

五島市国民健康保険条例（平成１６年五島市条例第１３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第１項中「４０万４千円」を「４０８，０００円」に、「１万６千円」を

「１２，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第７条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に出

産する被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険

者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正により、出産育児一

時金の金額が見直されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、

この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２０号 

 

五島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正につ 

いて 

五島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例案

を次のとおり提出する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条

例 

五島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成２７年五島市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。 

本則中「昭和３１年法律第１６２号」の次に「。以下「法」という。」を加え、

「スポーツに関する事務（学校における体育に関することを除く。）」を「次に掲

げる教育に関する事務」に改め、次の各号を加える。 

(1) 五島観光歴史資料館の設置、管理及び廃止に関すること（法第２１条第７

号から第９号まで及び第１２号に掲げる事務のうち、五島観光歴史資料館に係

るものを含む。）。 

(2) スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

(3) 文化財の保護に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正後の五島市教育に関する事務の職務権

限の特例に関する条例（次項において「新条例」という。）本則第１号及び第３

号に規定する事務に関し五島市教育委員会がした許可、認可その他の行為（以下

「許可等」という。）は、市長がした許可等とみなす。 

３ この条例の施行前に新条例本則第１号及び第３号に規定する事務に関し五島市

教育委員会に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、
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市長に対してした申請等とみなす。 

 （五島市五島観光歴史資料館条例の一部改正） 

４ 五島市五島観光歴史資料館条例（平成１６年五島市条例第２５３号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条中「五島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

  第５条第２項、第６条第１項ただし書、第８条第１項及び第２項、第９条、第

１２条第１項、第１３条並びに第１４条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第１７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （五島市文化財保護条例の一部改正） 

５ 五島市文化財保護条例（平成１６年五島市条例第２５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第４条第１項中「五島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市

長」に改め、同条第２項から第４項までの規定、第７項及び第８項中「教育委員

会」を「市長」に改める。 

  第５条第１項、第２項、第６項及び第７項中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

  第６条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に、「教育委員会」を「市長」

に改め、同条第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第７条から第９条までの規定、第１０条第１項から第３項までの規定、第１１

条、第１２条第２項、第１３条第１項及び第２項並びに第１４条第１項中「教育

委員会」を「市長」に改める。 

  第１５条第１項及び第２項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第３項中

「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  第１６条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第１９条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

６ 五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 
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  別表市長の部五島市廃棄物処理施設環境対策審議会の項の次に次のように加え

る。 

五島市文化財

保 護 審 議 会 

（文化財保護

法（昭和２５

年法律第２１

４号。以下こ

の項において

「 法 」 と い

う。）第１９

０条第１項） 

法第１９０条第３項の規定に基づ

く文化財の保存及び活用に関する

重要事項について調査審議し、又

は意見を述べること。 

１０人

以内 

２年 

五島市五島観

光歴史資料館

運営委員会 

資料館の適正な運営に関する必要

な事項について調査審議し、又は

意見を述べること。 

８人以

内 

２年 

  別表教育委員会の部五島市文化財保護審議会（文化財保護法（昭和２５年法律

第２１４号。以下この項において「法」という。）第１９０条第１項）の項及び

五島市五島観光歴史資料館運営委員会の項を削る。 

 （五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

７ この条例の施行後、五島市文化財保護審議会及び五島市五島観光歴史資料館運

営委員会の委員等として最初に委嘱され、又は任命される者の任期は、五島市附

属機関の設置等に関する条例第５条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月３

１日までとする。 

 

 

（提案理由） 

教育委員会の事務である五島観光歴史資料館の設置、管理及び廃止に関すること

並びに文化財の保護に関することについて、市長が管理し、及び執行することに伴

い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由であ

る。 
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議案第１２１号 

 

五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正について 

五島市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出

する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の一部を

次のように改正する。 

別表市長の部五島市人・農地プラン検討会の項の次に次のように加える。 

五島市農村環

境計画策定委

員会 

五島市農村環境計画の策定及び変

更に関する必要な事項について調

査審議し、又は意見を述べるこ

と。 

１３人

以内 

２年 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（平成１６年五島

市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１五島市人・農地プラン検討会の項の次に次のように加える。 

五島市農村環境計画策定委

員会委員 

5,600 円    

 

 

（提案理由） 

五島市農村環境計画の策定及び変更に関する必要な事項について調査審議するた

め、五島市農村環境計画策定委員会を新たに設置することに伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２２号 

 

五島市単独住宅管理条例の一部改正について 

五島市単独住宅管理条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市単独住宅管理条例の一部を改正する条例 

五島市単独住宅管理条例（平成１６年五島市条例第２０２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表玉之浦の部越首住宅Ｇ―２号の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

玉之浦地区の越首住宅Ｇ―２号を廃止するため、所要の規定の整備を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 

- 11 -



議案第１２３号 

 

前島地区集会室の指定管理者の指定について 

 五島市前島地区集会室条例（平成１６年五島市条例第８９号）第３条第１項の規

定により、前島地区集会室の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

前島地区集会室 五島市奈留町泊429番地５ 

前島町内会 

会長 江 上 義 雄 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２４号 

 

岐宿墓地の指定管理者の指定について 

 五島市岐宿墓地条例（平成１６年五島市条例第１２７号）第３条第１項の規定に

より、岐宿墓地の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

中岳坂之上墓地 五島市岐宿町中嶽646番地５ 

中岳坂之上墓地管理組合 

組合長 平 山 清 次 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

中岳南部粟畠墓地 五島市岐宿町中嶽2042番地 

中岳南部粟畠墓地管理組合 

組合長 太 田  勇 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２５号 

 

生活館の指定管理者の指定について 

 五島市生活館条例（平成１６年五島市条例第８７号）第３条第１項の規定により、

生活館の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

小川生活館 五島市玉之浦町小川888番地 

小川町内会 

会長 大 山 唯 章 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

中須生活館 五島市玉之浦町中須571番地２ 

中須町内会 

会長 山 下 勝 彦 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

嶽生活館 五島市三井楽町嶽1403番地 

嶽町内会 

会長 松 本  進 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

浜窄生活館 五島市三井楽町濱窄140番地３ 

浜窄町内会 

会長 出 口 作 義 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

高崎生活館 五島市三井楽町高崎677番地２ 

高崎町内会 

会長 道 下 博 文 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２６号 

 

布浦集会所の指定管理者の指定について 

 五島市布浦集会所条例（平成１６年五島市条例第８８号）第３条第１項の規定に

より、布浦集会所の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

布浦集会所 五島市玉之浦町布浦122番地11 

布浦町内会 

会長 宿 輪  仁 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２７号 

 

生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定につい 

て 

 五島市生活支援ハウス及び高齢者生活福祉センター条例（平成１６年五島市条例

第１０８号）第４条第１項の規定により、生活支援ハウス及び高齢者生活福祉セン

ターの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

岐宿生活支援ハウスふれあ

いの里 

五島市三尾野一丁目７番１号 

社会福祉法人 五島市社会福祉協議会 

会長 窄  善 明 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

奈留高齢者生活福祉センタ

ーやすらぎ荘 

五島市奈留町船廻879番地１ 

社会福祉法人 なる共生会 

理事長 生 田 照 美 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２８号 

 

貝津老人憩の家の指定管理者の指定について 

 五島市貝津老人憩の家条例（平成１６年五島市条例第１１３号）第３条第１項の

規定により、貝津老人憩の家の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

貝津老人憩の家 五島市三井楽町貝津180番地55 

貝津町内会 

会長 平 松 憲 三 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１２９号 

 

玉之浦地区集会所の指定管理者の指定について 

 五島市玉之浦地区集会所条例（平成１６年五島市条例第２３２号）第３条第１項

の規定により、玉之浦地区集会所の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

向小浦集会所 五島市玉之浦町玉之浦155番地 

向小浦町内会 

会長 川 田 文 雄 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１３０号 

 

丹奈集会所の指定管理者の指定について 

 五島市丹奈集会所条例（平成１６年五島市条例第２３３号）第３条第１項の規定

により、丹奈集会所の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

丹奈集会所 五島市玉之浦町丹奈49番地３ 

丹奈町内会 

会長 大 賀  豊 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１３１号 

 

市民三井楽プールの指定管理者の指定について 

 五島市民三井楽プール条例（平成１６年五島市条例第２４８号）第３条第１項の

規定により、市民三井楽プールの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

市民三井楽プール 五島市三井楽町高崎673番地 

三井楽スイミングクラブ 

代表 島  安 洋 

令和４年４月１日から 

令和９年３月 31 日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１３２号 

 

営農研修施設の指定管理者の指定について 

 五島市営農研修施設条例（平成１６年五島市条例第１６３号）第３条第１項の規

定により、営農研修施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

波砂間営農研修施設 五島市三井楽町波砂間315番地２ 

波砂間町内会 

会長 山 中 重 人 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１３３号 

 

里集落センターの指定管理者の指定について 

 五島市里集落センター条例（平成１６年五島市条例第１６９号）第３条第１項の

規定により、里集落センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

里集落センター 五島市三井楽町濱ノ畔2165番地９ 

里町内会 

会長 四 辻 正 之 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１３４号 

 

漁村センターの指定管理者の指定について 

 五島市漁村センター条例（平成１６年五島市条例第１８９号）第３条第１項の規

定により、漁村センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和３年１１月３０日提出 

五島市長 野 口 市太郎   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

嵯峨島漁村センター 五島市三井楽町嵯峨島148番地 

嵯峨島地下町内会 

会長 山 下 政 義 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

正山漁村センター 五島市三井楽町濱ノ畔924番地４ 

正山町内会 

会長 嶋  隆 司 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

柏漁村センター 五島市三井楽町柏579番地２ 

柏町内会 

会長 川 本 貞 昭 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

岐宿漁村センター 五島市福江町1190番地９ 

五島漁業協同組合 

代表理事組合長 草 野  正 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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